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2020年 10月 30日 

株式会社静岡銀行 

 

「しずぎん WebWallet サービス規定」の改定【新旧対照表】 

 

変更箇所は赤字部分です。 

改定前 改定後 

第２８条  ワンタイムパスワードサービス 

１．（省略） 

第２８条 ワンタイムパスワードサービス 

１．（省略） 

２．利用方法については以下の各号のとおりとします。 

（１）ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する

場合は、インターネットバンキングから以下のと

おりトークン発行の依頼を行ってください。 

２．利用方法については以下の各号のとおりとします。 

（１）ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する

場合は、以下のとおりトークン発行の依頼を行っ

てください。なお、複数トークンを同時にご利用

することはできません。 

  Ａ．ソフトトークンの場合 

スマートフォンに「しずぎん WebWalletアプリ」（以

下「WebWallet アプリ」といいます）をダウンロー

ドし、ID・パスワードの入力後、「ワンタイムパス

ワード設定」メニューよりお客さまが当行へお届け

済みの電話番号の電話機から所定の認証先電話番

号へ発信することで、当行はソフトトークンの発行

依頼を受付け、お客さまにソフトトークンの取得と

ワンタイムパスワードサービスの提供を開始しま

す。別のトークンをご利用中のお客さまが

WebWallet アプリ上でソフトトークンを取得した場

合、過去に取得されているトークンは自動的に無効

となります。 

Ａ．ソフトトークンの場合 

お客さまが当行へお届け済みの電話番号の電話機

から所定の認証先電話番号へ発信することで、当行

はソフトトークンの発行依頼を受付け、お客さまが

ソフトトークン発行依頼時に指定したスマートフ

ォンまたは携帯電話機のメールアドレスへ電子メ

ールを送信します。当該電子メールには、ソフトト

ークンの動作に必要な基本ソフト（以下「携帯アプ

リ」といいます）を取得するための URL、サービス

ID、ユーザ ID が記載されていますので、お客さま

は当該 URLよりスマートフォンまたは携帯電話機に

携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサ

ービス ID、ユーザ ID およびお客さまがソフトトー

クン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを

正確に入力して、ソフトトークンを取得します。 

Ｂ．ソフトトークン（ワンタイムパスワードアプリ）

の場合＜新規受付終了＞  

インターネットバンキングからトークン発行の依

頼を行ってください。お客さまが当行へお届け済み

の電話番号の電話機から所定の認証先電話番号へ

発信することで、当行はソフトトークンの発行依頼

を受付け、お客さまがソフトトークン発行依頼時に

指定したスマートフォンまたは携帯電話機のメー

ルアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メ

ールには、ソフトトークンの動作に必要な基本ソフ

ト（以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいま

す）を取得するための URL、サービス ID、ユーザ ID

が記載されていますので、お客さまは当該 URLより

スマートフォンまたは携帯電話機にワンタイムパ

スワードアプリをダウンロードし、当該ワンタイム

パスワードアプリにサービス ID、ユーザ ID および

お客さまがソフトトークン発行依頼時に指定した

利用開始パスワードを正確に入力して、ソフトトー

クンを取得します。 
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Ｂ．ハードトークンの場合 

当行は、ハードトークン発行の依頼を受付けた場

合、お客さまの届出住所にハードトークンを郵送し

ます。ハードトークンが郵送不着等の事由により当

行に返戻された場合は、一定期間経過後に廃棄し、

当該依頼はなかったものとします。 

Ｃ．ハードトークンの場合 

インターネットバンキングからトークン発行の依

頼を行ってください。当行は、ハードトークン発行

の依頼を受付けた場合、お客さまの届出住所にハー

ドトークンを郵送します。ハードトークンが郵送不

着等の事由により当行に返戻された場合は、一定期

間経過後に廃棄し、当該依頼はなかったものとしま

す。 

（２）前号によるトークンの取得後に、インターネット

バンキングよりワンタイムパスワード利用開始

手続きを行ってください。ワンタイムパスワード

利用開始手続きでは、お客さまはトークンに表示

されているワンタイムパスワードを当行所定の

方法により正確に入力するものとします。当行が

受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行

が保有しているワンタイムパスワードと一致し

た場合には、当行はお客さまからのワンタイムパ

スワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパ

スワードサービスの提供を開始します。 

（２）前号ＢまたはＣの場合は、トークンの取得後に、

インターネットバンキングよりワンタイムパス

ワード利用開始手続きを行ってください。ワンタ

イムパスワード利用開始手続きでは、お客さまは

トークンに表示されているワンタイムパスワー

ドを当行所定の方法により正確に入力するもの

とします。当行が受信し、認識したワンタイムパ

スワードが、当行が保有しているワンタイムパス

ワードと一致した場合には、当行はお客さまから

のワンタイムパスワード利用開始の依頼とみな

し、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始

します。 

（３）（省略） （３）（省略） 

（４）ソフトトークンをインストールしたスマートフォ

ンまたは携帯電話機の変更やワンタイムパスワ

ードサービスの利用の中止を希望する場合は、イ

ンターネットバンキングでワンタイムパスワー

ド利用解除手続きを行ってください。この手続き

が完了した後は、お客さまの本人確認に、ワンタ

イムパスワードの入力が不要となります。なお、

ワンタイムパスワード利用解除の手続きを完了

した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希

望する場合は、第 1号および第 2号の手続きを行

ってください。ただし、第 1号および第 2号の手

続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解

除日の翌日以降となります。 

（４）ワンタイムパスワードサービスの利用の中止を希

望する場合は、インターネットバンキングでワン

タイムパスワード利用解除手続きを行ってくだ

さい。この手続きが完了した後は、お客さまの本

人確認に、ワンタイムパスワードの入力が不要と

なります。なお、ワンタイムパスワード利用解除

の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワ

ードの利用を希望する場合は、第 1 号および第 2

号の手続きを行ってください。ただし、第 1号お

よび第 2号の手続きが行えるのは、ワンタイムパ

スワード利用解除日の翌日以降となります。  

３．生体認証ログインについて、以下の各号に定めると

おりとします。 

（１）生体認証ログインとは、インターネットバンキン

グの利用に際し、スマートフォンまたは携帯電話

機に搭載された生体認証機能において、お客さま

の生体情報（個人の顔、指紋等の身体の一部の特

徴）を用いることにより、インターネットバンキ

ングの当行所定の取引について、本人確認手続き

を補助する機能をいいます。生体認証ログイン

は、生体認証機能が搭載された当行が認めるスマ

ートフォンまたは携帯電話機にて携帯アプリを

利用する場合にのみ、用いることができます。な

お、お客さまの生体情報は、お客さまのスマート

フォンまたは携帯電話機内で管理され、当行がお

客さまの生体情報を取得することはありません。 

３．生体認証ログインについて、以下の各号に定めると

おりとします。  

（１）生体認証ログインとは、インターネットバンキン

グの利用に際し、スマートフォンまたは携帯電話

機に搭載された生体認証機能において、お客さま

の生体情報（個人の顔、指紋等の身体の一部の特

徴）を用いることにより、インターネットバンキ

ングの当行所定の取引について、本人確認手続き

を補助する機能をいいます。生体認証ログインは、

生体認証機能が搭載された当行が認めるスマート

フォンまたは携帯電話機にてワンタイムパスワー

ドアプリまたは WebWallet アプリ（以下総称して

「アプリ」といいます）を利用する場合にのみ、

用いることができます。なお、お客さまの生体情

報は、お客さまのスマートフォンまたは携帯電話

機内で管理され、当行がお客さまの生体情報を取

得することはありません。 
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（２）生体認証ログインの利用を希望する場合は、携帯

アプリから、当行所定の手続きにより、スマート

フォンまたは携帯電話機に搭載された生体認証

機能を起動し、生体認証を実施後、ID・パスワー

ドを入力してください。当行が受信し、認識した

ID・パスワードがお客さまの現在の登録 ID・パス

ワードと各々一致する場合、当行はお客さまから

の生体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生

体認証ログインの提供を開始します。 

（２）生体認証ログインの利用を希望する場合は、アプ

リから、当行所定の手続きにより、スマートフォ

ンまたは携帯電話機に搭載された生体認証機能

を起動し、生体認証を実施後、ID・パスワードを

入力してください。当行が受信し、認識した ID・

パスワードがお客さまの現在の登録 ID・パスワー

ドと各々一致する場合、当行はお客さまからの生

体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生体認

証ログインの提供を開始します。  

（３）（省略） （３）（省略） 

（４）生体認証ログインの利用の中止を希望する場合

は、携帯アプリにて、当行所定の手続きにより、

利用解除手続きを行ってください。この手続きが

完了した後は、お客さまの本人確認において、ID・

パスワードの入力が必要となります。なお、生体

認証ログインの利用解除の手続きを完了した後

に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合

は、第 2号の手続きを行ってください。 

（４）生体認証ログインの利用の中止を希望する場合

は、アプリにて、当行所定の手続きにより、利用

解除手続きを行ってください。この手続きが完了

した後は、お客さまの本人確認において、ID・パ

スワードの入力が必要となります。なお、生体認

証ログインの利用解除の手続きを完了した後に、

再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、

第 2号の手続きを行ってください。 

４．～８．（省略） ４．～８．（省略） 

 ９．振込振替限度額について、以下の各号に定めるとお

りとします。 

（１）ワンタイムパスワードの利用開始後は、振込振替

限度額として指定できる金額を１日あたり 1,000

万円以内（1 件あたりの上限は定めません）とし

ます。 

（２）ワンタイムパスワードの利用開始後は、振込限度

額の変更を即時に反映するものとします。 

（３）ワンタイムパスワードの利用解除後の振込振替限

度額、およびその変更は、前記（１）および（２）

の規定は適用されず、引き上げ時は翌日 0時、引

き下げ時は即時変更できるものとします。 

 

以 上 


